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第１ 地域包括ケアをめぐる背景

国では団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、高齢者が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう「住まい・

地域包括ケアシステムの構成要素
医療・介護・介護予防・生活支援」が、

地域において一体的に提供される地域

包括ケアシステムの構築を目指してい

ます。

高齢化の進行に伴い、様々な課題を

抱えながら暮らす高齢者の増加に対応

するため、医療・看護・介護・福祉・

生活支援等ケアシステムの更なる構築

が求められています。

資料：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

地域包括ケア（まちづくり）基本概念

出典：東京大学高齢社会総合研究機構
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１ 人口・世帯数の推移

（１）少子高齢化の進行

我が国の総人口は、総務省統計局の資料によると平成３０年５月 日現在、1

１億２，６４６万６千人で、前年に比べ２５万８千人減少し、８年連続して減

少しています。

本市の人口は、平成３０年３月末現在（住民基本台帳人口）７８，５５１人

で前年に比べ１，０６５人減少しています。

年齢区分別人口による高齢者人口は、平成３０年３月末現在２５，８６２

人、人口に占める割合（高齢化率）は３２．９％で、平成２０年から８．２

％上昇しています。高齢者人口が増える一方、年少人口は１０年間で２．１

％減少し、生産年齢人口は６．１％減少しています （表１）。

(表１）　　　渋川市　人口推移
平成２０年 平成２５年 平成３０年

２００８年 ２０１３年 ２０１８年

年少人口 人 11,075 9,702 8,394

（０～１４歳） ％ 12.8% 11.7% 10.7%

生産年齢人口 人 53,965 50,336 44,295

（１５～６４歳） ％ 62.5% 60.5% 56.4%

高齢者人口 人 21,313 23,148 25,862

（６５歳以上） ％ 24.7% 27.8% 32.9%

前期高齢者 人 10,588 11,075 12,637

（６５～７４歳） ％ 12.3% 13.3% 16.1%

後期高齢者 人 10,725 12,073 13,225

（７５歳以上） ％ 12.4% 14.5% 16.8%

人 86,353 83,186 78,551

％ 100.0% 100.0% 100.0%

資料：住民基本台帳（各年３月末現在）

区 分

単位

   総 人  口
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男女別人口では、６５歳以上になると各年代において男性に比べ女性の割合

が多くなっています （図１－１～３）。

資料：住民基本台帳（各年３月末現在）

本市の将来人口について、社会保障・人口問題研究所による２０４５年の本

市の人口は、４６，８７０人、高齢化率は４６．３６％と推計されています。

（表２）

（表２） 渋川市の人口推計

国立社会保障・人口問題研究所 による推計（平成３０年３月）
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高齢化率 31.15% 35.42% 37.84% 39.87% 41.73% 44.42% 46.36% -
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我が国は、少子高齢化の進行により２０３５年には３人に１人が高齢者に

なると見込まれていますが、本市ではすでに平成３０年３月時点の高齢化率

が３２．９％で、３人に１人が高齢者になっており、全国より１５年、群馬

県より８年早いペースで高齢化が進行しています （図３）。

高齢化率の推計
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（２）高齢者世帯の増加

平成２２年１０月１日現在と平成２７年１０月１日現在（国勢調査）の世帯

数を比較すると、平成２２年は２９，１８５世帯、平成２７年は２８，７１１

世帯で４７４世帯減少しています。全世帯における６５歳以上の高齢者がいる

， 、 ， 、 ，世帯は平成２２年は１４ ２３２世帯 平成２７年は１５ ４３６世帯で １

２０４世帯増加しています。

高齢者のいる世帯のうち、高齢者のみ世帯は平成２２年は３，６４０世帯、

， 、 ， 、平成２７年は３ ４９５世帯 高齢者単独世帯は平成２２年は２ ６９４世帯

， 、 。平成２７年は３ ４１５世帯で 高齢者単独世帯は７２１世帯増加しています

２ 要介護（支援）認定者・認知症高齢者の推移

（１）要介護（支援）認定者の増加

本市における介護保険における６５歳以上の第１号被保険者要介護（支援）

認定者数は、平成２４年度９月末現在で３，８８９人、平成２９年度９月末現

在で４，５８４人と５年間で６９５人増加し、団塊の世代が７５歳以上となる

２０２５年の第１号被保険者認定者数は、渋川市高齢者福祉計画では５，５７

８人と推計されています。

（２）認知症高齢者の増加

我が国の平成２５年における認知症の人は４６２万人、高齢者の７人に１人

の割合ですが、平成３７年には約７００万人に増加し、高齢者の約５人に１人

の割合になると推計されています。

本市の認知症高齢者について要介護（支援）認定者の「認知症高齢者の日常

」 、 ， 、生活自立度 がⅡａ以上の人数をみると 平成２８年３月末現在３ ０８４人

高齢者人口に占める割合は１２．６％、平成２９年３月末現在２，９６４人、

１１．９％、平成３０年３月末現在３，４０４人、１３．２％で、高齢者人口

の１２～１３％で推移しています。今後は、高齢者人口の増加に伴い本市にお

いても認知症高齢者の増加が見込まれます。
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３ 高齢化の進行と複雑化・複合化した生活の課題

（１）公的支援制度における課題

これまでは高齢者、障害者、子ども等、対象者ごとに公的支援制度が整備さ

れて福祉サービスの充実が図られてきました。しかし、高齢化と人口減少の進

行により、様々な分野の課題が絡み合って課題が複雑化したり、個人や世帯単

位で複数の分野に関係する課題を抱えるケース等、対象者ごとに対応する従来

のシステムでは対応が困難となり、更なる支援が必要な要援護者が浮き彫りに

なっています。

また、このような公的支援制度の課題に加えて地域のつながりの希薄化によ

る社会的孤立や、様々な問題を抱えてはいるものの公的支援制度の対象となら

ない制度の狭間の問題等、既存の制度では対応できないケース等に対する支援

も課題となっています。

ア 世帯の中で課題が複合化・複雑化しているケース

・高齢の親と無職独身の子が同居している世帯（８０５０問題）

・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア問題）

・障害を持つ母親、発達障害の疑いのある子ども、無関心な夫の世帯

イ 制度の対象外、制度の狭間のケース

・軽度の認知症や精神障害が疑われ様々な問題を抱えているが、公的支援制

度の受給要件を満たさない

・周囲は孤立死を心配しているが、関わりを拒否する一人暮らし高齢者

・ゴミ屋敷で近所は迷惑している

・高齢になって電球の交換等、ちょっとしたことができない
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（２）地域における生活課題

人口の減少等により、空家・空き店舗の増加とその利活用、担い手不足によ

る空き店舗や耕作放棄地等の環境保全等、様々な地域課題が顕在化し地域社会

存続の危機感が伺えます。

また、これらについて地域経済・地域再生における地域づくりの視点から高

齢者や障害者、生活困窮者などの就労・活躍の機会を提供する新たな社会資源

の創出に向けた利活用が課題になっています。

４ 国の動向

（１）ニッポン一億総活躍プラン

平成２８年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、子ど

も・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、

高めあうことができる「地域共生社会」を実現することが示されました。

「地域共生社会」とは、これまでの社会情勢の変化や人々の暮らしの変化を踏

まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手 「受け手」という関係を超え」

て、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創

っていく社会を目指すものです。

今後は、住民が支援の「支え手側」と「受け手側」に分かれるのではなく、

地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、保健、医療、福祉等、地域の公共サービスと協働し

て助け合いながら暮らすことのできる仕組みづくりを地域全体で取り組んでい

くことの必要性が示されました。

（２）社会福祉法の改正

平成２９年４月の改正社会福祉法において、市町村に地域共生社会の実現に

向けて「我が事・丸ごと」の地域づくりを推進する体制づくりと、世帯全体の

複合化・複雑化した課題を受け止める総合的な相談支援体制整備が位置づけら

れました。

従来の地域包括ケアシステムは、高齢者に対するケアが念頭に置かれていま

すが、必要な支援を地域の中で包括的に提供し、地域での自立した生活を支援

するというシステムは、障害者の地域生活への移行や、子育て家庭に対する支

援等に対しても通じるものがあります。

国ではこれまでの高齢者を中心にしたシステムから地域共生社会の実現に向
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けた包括的な支援体制の整備を進め、子どもから高齢者までの誰もが地域福祉

の担い手として活動できる地域づくりを推進し、２０２０年代当初の全面展開

を目指し、今後は社会保障や制度・分野などの領域を越えて、各分野が「我が

事」として受け止めて組織横断的につながり、地域社会全体を支えていくこと

が今までにも増して重要になっています。
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５ 本市のこれまでの地域包括ケアシステム構築の取り組み

本市では、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られることを目指し、平成２５年度に高齢者等あんしん見守りネットワーク事業

により、市民や市内事業所による高齢者の見守り支援を開始しました。

、 、平成２７年度からは介護保険事業計画に基づき 高齢者等に対し介護サービス

医療・介護連携、住まい、生活支援、介護予防を一体的に提供する地域包括ケア

システムの構築に取り組んできました。

医療や介護など複合的なニーズをもつ高齢者等の自立支援を適切にマネジメン

トすることや、地域の実情を把握する機能として「地域ケア会議」を設置し、平

成２９年度からは高齢者の自立支援を更に進めるため 「自立支援型地域ケア個、

別会議」を開始しました。

市民による「支え合いによる地域づくり」を進めるため、平成２７年度から地

域助け合い活動の勉強会を地域単位で開催し、住民参加の意識の醸成を進めると

ともに、意見交換をとおして地域における現状や課題の掘り起こしに努めていま

す。

そして市民主体の「支え合いによる地域づくり」の話し合いの中核となる「地

域助け合い活動協議体」を平成３０年４月までに市内全地区に設置しました。

さらに地域包括支援センターの機能を強化し、地域包括ケアシステム構築を進

めるため、平成３０年４月に日常生活圏域を４圏域から８圏域に細分化し、各圏

域に地域包括支援センターを設置しました。
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渋川市生活支援体制整備事業　渋川市地域助け合い活動
平成30年11月1日現在

第１層協議体（市域）

第２層協議体（旧町村・地区社協圏域）

渋　川 金　島 古　巻 豊　秋 伊香保 小野上 子　持 赤　城 北　橘

自治会、ボランティアグループ、老人クラブ、婦人会、ＮＰＯ、生協、シルバー人材センター、商店組合、民間企業など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各地域によって主体は異なる。）

※生活支援等とは、地域の見守り、ゴミ出し支援、体操、配食、サロンなど、各地域で行われている「互助」による様々な助け合い活
　動のことである。

協議体

渋川市地域助け合い活動推進協議体

・地域で高齢者を支援する関係者間のネットワークづくりを目的とし、定期的な情報共有・連携強化を図る。
　地域の困りごとや社会資源、様々な助け合い活動等について、情報共有を図り、課題の解決に向けた話し合いを進める。

第3層協議体（生活支援等サービスを提供する団体･組織等）

・市内全域を網羅し、多様な主体及び第２層協議体
　間の情報共有を図る。

・第2層だけでは解決できない課題や、全市的に取
　り組むべき課題等について検討する。

・課題解決に向け、必要に応じ、介護保険計画への
　計画化を提言する。

自治会連合会

社会福祉協議会

 行 政

地域包括支援センター

ボランティア連絡協議会

第２層協議体(９地区)

 　シルバー人材センター

民生委員児童委員協議会

介護支援専門員連絡協会

 　ホームヘルパー協議会
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第２ 地域共生社会の実現に向けた取り組みの視点

１ 地域共生社会の醸成

（１）地域における共生意識の醸成

誰もが「自立した生活」と「尊厳の保持」を実現することのできる地域を目

指すためには、地域全体が互いの生活への理解を深め 「共生の意識」を醸成、

し、人々の多様なあり方を認め合える「全員参加型の社会」を築いていくこと

が必要です。

そのためには、若年層から高齢者までのあらゆる世代を対象に共生意識の醸

成に努めることが求められます。

（２）セルフケア意識の醸成

全ての地域住民には、その健康状態・生活機能を維持・向上させるための自

発的な努力（セルフケア)が求められます。ただし、セルフケアの取組は、必

ずしも自分自身だけで行うものではなく、地域活動への参加や交流を通じなが

ら、また必要に応じて、かかりつけ医や歯科医師、栄養士、リハビリ専門職等

による助言・評価等を受けながら地域とのつながりの中で「自立した生活と尊

厳の保持」を達成していくことが重要です。

また、このようなセルフケアの意識は、全ての地域住民にとって重要である

ことから、子どもの頃から醸成されることが望ましく、そのための機会や学び

の場を併せて設けていくなど、それぞれのライフステージに応じた取組を行う

ことが求められます。

２ 多様な主体の活動によるケア

（１ 「助け合いの仕組み」による適切なケアの提供）

今後増加が見込まれる「ケアを必要とする人」に対して効果的かつ効率的に

ケアを行うためには、求められる多様なケアに対応しながら、多様な主体によ

る「自助 「互助 「共助 「公助」について、それぞれの特徴を活かしながら」 」 」

柔軟に組み合わせていくことが重要で、このような「助け合い」の仕組みを広

く整備していくことが求められます。

（２）新たな地域資源の創出

今後 社会参加やそれに伴う活動等を推進していくためにも このような 助、 、 「
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け合い」の中では「助ける人」と「助けられる人」が明確に区別されるもので

はなく、誰かを助けるための参加や活動が自らの生活機能の維持・向上につな

がるとともに新たな地域資源として期待されます。

（３）専門職による高い専門性の発揮

今後増加が見込まれる在宅療養者に対して、質の高いケアを継続して提供し

ていくためには、在宅医療を担う保健医療福祉専門職の確保と、それらの専門

職が効果的かつ効率的に高い専門性を発揮するための仕組みづくりが求められ

ます。

例えば、調理や洗濯などの生活支援の一部を民間企業等が提供するサービス

やボランティアによる支援などにより担うことができれば、介護職がより専門

性の高い機能を発揮することができ、地域全体で高いサービス水準を実現して

いくことにつながります。

３ 多職種の連携・多分野との協働

（１）重層的なセーフティネットの構築

生活課題を抱えている人への対応では、これまでの申請主義による「待ち」

の姿勢ではなく、抱えている問題が深刻化し、解決が困難な状態になる前に早

期に発見して支援につなげていくことが大切です。しかしながら、支援を拒否

したり、本人や家族に困っている自覚がない場合もあります。本人の意思や尊

厚生労働省資料
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厳を尊重する視点を前提としながら、近隣や民生委員児童委員などによる見守

りや日常の地域活動、企業や商工関係者との連携による情報提供、ソーシャル

ワーカー等の専門職によるアウトリーチなどにより、必要な時に必要な支援が

届けられるような環境を整えることが重要です。

このため地域の中で重層的なセーフティネットを構築することにより、抱え

ている問題が深刻化し、解決が困難な状態になる前に支援につながっている状

態を作ることが可能になります。

（２）切れ目のないケアの提供

高齢化やそれに伴う疾病構造の変化等を背景に､今後は医療ニーズの高い方

の在宅療養の継続や在宅での看取り、さらにはそれらを支える家族等を支援す

るための体制構築が求められます。そのためには、多職種が一体となったケア

、 「 」の提供を実現することが必要であり そのための多職種間の 顔の見える関係

を構築することが重要です。

これらの「顔の見える関係」に基づく連携強化は、急性期から回復期、在宅

復帰への一連の流れにおける、切れ目のない継続したケアの提供や、在宅療養

を支援する医療や看護・介護・リハビリ・生活支援・その他のインフォーマル

資源等によるケアの一体的な提供のためには欠かせない取組です。

（３）多分野との協働

地域の各分野の課題に即して、福祉分野から地域づくりについて積極的に提

、 「 」 「 」案等をしていくことを通じ これまで支援の 受け手 であった人が 支え手

に回るような参加の場や就労の場を地域に見いだしていくことが必要です。

そのためには、必要に応じてサービスの開発や参加・就労の場を創り出して

いく社会資源の開発や、人と人、人と場をつなぐ等のコーディネートが必要で

す。
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厚生労働省資料一部加筆

４ 包括的な相談支援体制の整備

相談支援体制に関する各種調査結果をみると 平成２６年３月に実施した 渋、 「

川市高齢者福祉計画策定のための基礎調査結果」では、前回調査と比較して、

「渋川市で高齢者が安心して暮らせるようにするために特に充実すべきだと思

」 「 」 ． 、「 」うこと の１７項目中 健康維持・増進 が５ ８％ 市の相談窓口の充実

が５％ 「バス等公共交通の充実」が４％上昇していました。、

また、平成３０年度市民ワークショップ「しぶかわまちづくりカフェ」実施

結果報告書２０１８のまちづくりに対する主な意見の中には 「行政に関わる、

相談がしやすいように窓口の案内を積極的に行う」という意見がありました。

平成３０年７月に渋川市内で相談支援業務を実施している機関を対象とした

「相談支援体制実態把握アンケート」では、相談に来たケースのうち５％程度

の方が複合的な課題を抱えていました。相談機関が相談支援を行うにあたり他
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の相談機関と連携するために必要と思われることとして 「各相談機関との関、

係づくり」について「大いに必要 「必要」を併せて７９．３％の機関が必要」

性を感じていました 「各相談機関が実施している支援に関する情報の共有」。

についても「大いに必要 「必要」を併せて７５．９％と、７割以上の機関が」

連携の必要性を感じていました。

平成３０年２月に全国社会福祉協議会障害関係団体連絡協議会が実施した

「 」 、地域共生社会の実現に向けて地域での支え合いに関する課題整理 によれば

現状の課題として「相談窓口が不明確 「支援する家族の高齢化により、家族」

の負担と親亡き後の生活の不安に対応した取組」があげられ、在宅療養者とそ

の家族に対する包括的な支援体制の整備を求めていました。

これらの結果からも今後は、市民の日常生活における様々な生活課題等に対

して個人やその世帯の地域課題を把握し解決していくことができるよう、包括

的な相談支援体制をつくることが必要です。
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第３ 各主体に期待される役割

、 「 」 、地域包括ケアシステムは 自分でできることは自分でする 自助 をベースに

お互いに助け合える部分は助け合う「互助」を活用し、医療や介護、年金等社会

保険制度による「共助 、自助・互助・共助でも支えることができない問題に対」

応する福祉サービス等の「公助」を組み合わせて在宅生活を支えます。

地域社会はその地域に住む市民をはじめとする多様な主体による協働により構

築されています。地域共生型地域包括ケアシステムの構築においても地域におけ

るそれぞれの主体の持つ役割を理解して、地域特性に応じた具体的な取組を進め

ていくことが必要です。

１ 市民【自助】

「 」 、市民は様々なサービスの利用者であるとともに 自助 の主体であることから

自ら健康づくりや介護予防に取り組み、たとえ要介護状態になってもリハビリテ

ーションや保健医療・福祉サービスを利用して、自らの有する能力の改善・維持

に努めることが期待されます。

高齢者をはじめ、障害者や子ども、生活上の困難を抱える方等全ての方が、就

労、ボランティア等を含む各種の地域活動を通じて社会とのつながりを深めてい

くことは、地域の中で生きがいをもって暮らし続けていくことにもつながること

が期待されます。

地域活動に積極的に参加し、さらにはそのような活動を地域全体に広げていく

ことにより、地域のコミュニティが活性化され、誰もが安心して暮らし続けるこ

とができる地域社会の構築が期待されます。

２ 自治会、民生委員児童委員、ボランティア、ＮＰＯ等【互助】

地域の中の支え合いや見守り、生活支援といった「互助」の中心的な役割を担

います。

市民が地域活動に参加することにより 「助ける人」と「助けられる人」を明、

確に区別しない関係性や、地域の人がお互いに支え合う地域の再構築が期待され

ます。また、高齢者が地区活動に参加することにより自らの介護予防になるとと

もに、誰かを助けるための参加や活動が、生きがいづくりにもつながること等も

期待されます。
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３ 医療機関、介護事業者、様々な専門職等【共助】

「 」 。専門的な知識や技術によるサービスの提供者として 共助 の役割を担います

また専門職同士が連携することで、切れ目のないサービスを適切に提供してい

くことができ、多職種の連携によるケアシステムが期待されます。

４ 市【公助】

、 「 」市は 社会保険の保険者として質の高い保険サービスを提供できるよう 共助

の適正運営に努めると共に、福祉サービスによる「公助」を提供します。

また 「自助」や「互助」が促進されるよう、普及啓発や環境整備に取り組む、

役割があります。

市は、地域共生型地域包括ケアシステムの推進において中心的な役割を担い、

今後は、住民の身近な圏域で包括的な支援体制を整備する必要があります。

自助 互助

共助 公助

■自分のことを自分でする

■自らの健康管理（セルフケア）

■市場サービスの購入

■当事者団体による取組

■高齢者によるボランティア

　・生きがい就労

■地域の助け合い

■ボランティア活動

■住民組織の活動

☆民生委員児童委員、自治会、

　 協議体、ＮＰＯなど

■ボランティア・住民組織の

　　活動への公的支援

☆市、社協、

    シルバー人材センターなど

■一般財源による福祉事業等

■生活保護

■人権擁護・虐待対策

☆市、県

■医療（病院・かかりつけ医・訪問看護）

■介護（在宅サービス・施設サービス）

■在宅医療介護連携支援センター

☆主治医、訪問看護師、介護職、ケアマネ

     など
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第４ 地域共生型地域包括ケアシステム推進本部の設置

今後、保健医療福祉の分野を越え、あらゆる世代に対応した地域共生社会の実

現に向けた地域包括ケアシステムを構築するため、平成３０年６月１日に渋川市

地域共生型地域包括ケアシステム推進本部を設置しました。

渋川市地域共生型地域包括ケアシステム推進体制

　　　       施策展開の 　
　　　       基礎づくり・関連計画を内包

・全世代・多分野の福祉を
　総合的に推進する視点

地域福祉計画

庁内検討体制

地域共生型地域包括ケアシステム推進本部
（本部長：市長　構成員：部長級職員）

庁内検討委員会作業部会
（構成員：係長級職員）

市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制

　・高齢者福祉推進委員会
　・地域助け合い活動（第１層協議体）
　・高齢者等あんしん見守りネットワーク
　・各種推進会議　　　　　　　　　　　　　　など

市内全域

【地区組織】
・民生児童委員
・自治会
・地区社協
・老人会
・子ども会　など

【保健関係】
【障害関係】
【医療関係】
【児童関係】
【教育関係】
【高齢関係】
【住まい関係】
【就労・雇用関係】
【司法関係】　など

【住民主体活動】
・第２層協議体
・サロン活動
・介護予防活動
・まちおこし
・産業・防犯・環境など

連
携

日常生活圏域

子ども・子育て支援事業計画

地域共生型
地域包括ケアシ
ステム推進方針

整合

高齢者福祉計画

健康増進計画

障害者福祉計画及び障害福祉計画

関係機関

多機関協働による包括的相談支援体制

総合計画

庁内検討委員会
（構成員：課長級職員）

・各課職員
・相談支援包括化推進実務者
・相談支援包括化推進リーダー

※各課分野別会議
※相談事案調整会議
※相談支援包括化推進リーダー会議

市役所

議会

・保健関係・障害関係・医療関係
・児童関係・教育関係・高齢関係
・住まい・就労・雇用・司法関係　　　など

関係機関
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（１）地域共生型地域包括ケアシステム構築推進方針の設定

地域共生社会の実現に向けて、本市における地域共生型地域包括ケアシステ

ム構築の方向性は渋川市地域共生型地域包括ケアシステム推進本部で設定しま

す。

（２）推進方針と各計画との位置づけ

地域共生型地域包括ケアシステム構築の方向性については、渋川市総合計画

を上位計画に、地域福祉計画、高齢者福祉計画（老人福祉計画及び介護保険事

業計画 、障害者福祉計画、健康増進計画等各分野別計画との整合性を図りま）

す。
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第５ 本市の今後の取組

１ 地域共生社会の構築に向けた取組

（１）地域の環境づくり

地域で様々な課題を抱える住民に対し、たとえ高齢になり認知症や虚弱にな

ったとしても、その方の有する能力を活かし支え手としての役割を見いだすこ

とができる地域の環境づくりを進めます。

（２）地域の支え合い支援

公的なサービスでは対応できない市民のニーズに対して、効果的にサービス

を提供する体制を整備する必要があります。

そのため、市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりや、

地域での支え合いを支援します。

日常生活圏域ごとの課題把握、活動支援にあたっては、現在取り組んでいる

生活支援体制整備事業地域助け合い活動の協議体をはじめとする様々な既存の

地域活動や会議等を活用します。

（３）関係機関等との連携

複合的な課題を抱える場合や分野横断的な課題に対応するために、保健福祉

分野を越えて、全庁的な連携や地域の関係機関も含めた連携体制づくりを図り

ます。

２ 地域共生型地域包括ケアシステムの体制整備

地域共生社会の実現にあたっては、高齢者だけでなく、障害者や子ども、生活

困窮者等を含むあらゆる住民を対象として、地域住民や地域の多様な主体が「我

が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つなが

ることにより、一人ひとりの暮らしと生きがいについて、地域でともに創ってい

くことが重要とされています。

地域包括ケアシステムは、主に高齢者への支援を地域で確保する体制とされて

いましたが、障害者や子ども・子育て家庭への支援にも応用が可能な支援体制で

あり、各分野で地域包括ケアシステムの構築を目指すことは、分野を超えて複合

化した課題や制度の狭間に対応できる地域共生社会の実現につながります。

本市ではこのような考えのもと、今後は地域共生社会の実現に向けて関連する
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事業や施策を所管する部署と連携として課題解決を図る体制を構築し、共生の観

点から幅広く事業や施策の実施とネットワークの構築を行い、地域共生社会の実

現という視点から全世代を対象とした取組を進める必要があります。

課題の複合化や制度の狭間で困難を抱える人やその世帯を支援していくため、

分野を超えた横断的な連携を強化して包括的な相談支援体制の構築に取り組みま

す。

【体制整備】

○市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制の構築

○包括的な相談支援体制の構築

（１）市民が主体的に地域課題の解決を試みる体制構築の支援

市は、関係機関と連携して市民が「自分や家族が暮らしたい地域を考える」

という主体的・積極的な取組を醸成し 「地域で困っている課題を解決する」、

という地域づくりを支援する活動を通して 「他人事」を「我が事」に変えて、

いくような働きかけを行い、市民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる

体制を整えていきます。

ア 地域の支え合い活動へ関わる人材育成の支援

地域の活動への多様な主体の参画を促す観点と、福祉政策と雇用政策の両

面から、地域の支え合い活動へ関わる人材の育成を支援します。

イ 地域に「循環」を生み出す取組の支援

、 、 、まちづくりなど様々な分野における施策等と連携し 人と人 人と資源が

「丸ごと」つながり、地域に「循環」を生み出す取組を支援していきます。

（２）包括的な相談支援体制の構築

ア 分野を超え「丸ごと」の相談を受け止める体制を整える

市は、市民に身近な圏域において地域包括支援センター、各種福祉制度に

基づく相談機関、社会福祉協議会、社会福祉法人やＮＰＯ法人、市民を主体

とする活動団体等と相互に連携しながら、市民が抱える課題について分野を

超え「丸ごと」の相談を受け止める体制を整えていきます。
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イ 全ての市民を対象とする包括的な相談支援体制を整える

市は、本人に寄り添いながら生活全般に対する包括的な支援を行うという

「生活困窮者自立支援制度」の理念を普遍化し、市民に身近な圏域で明らか

になった課題、特に多様・複合的な課題について「福祉分野」だけでなく、

「保健・医療・権利擁護 「雇用・就労 「教育 「住まい」等、多機関」、 」、 」、

、 。が連携し 全ての市民を対象とする包括的な相談支援体制を整えていきます
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第６ ロードマップ

第１段階 ２０１８年度～２０２０年度（第７期介護保険事業計画期間）

第７期介護保険事業計画に基づき、各種事業を推進していきます。

高齢者をはじめとする地域の生活課題を抱えた人を支えるために必要な資源の発

掘や関係者を結ぶネットワーク創りなどの整備を推進します。

その際､市民をはじめとする関係者が地域共生型地域包括ケアシステムの理念

を共有し、ケアシステム構築におけるそれぞれの役割を理解するとともに、具体

的な行動に結びつけることができるよう普及啓発に取り組みます。

（１）２０１８年度

【地域包括ケアシステムの理念、必要な資源・体制の検討】

ア 本市における地域共生型地域包括ケアシステムの理念、ケアシステムを

構築するために必要な資源・連携体制整備などについて検討を進めます。

イ 複合的な課題を抱える市民の相談に対応するために必要な包括的相談支

援体制整備について検討を進めます。

（２）２０１９年度

【地域包括ケアシステムと将来のあるべき姿の合意形成及び周知】

本市における地域共生型地域包括ケアシステムと将来のあるべき姿について

の合意形成と、それを実現するための地域共生型地域包括ケアシステムの必要

性について地域全体で共有されるよう、市役所職員をはじめ、事業者や地域住

民等の各主体に周知を行います。

（３）２０２０年度

【地域包括ケアシステム構築に向けた連携体制整備】

本市における地域共生型地域包括ケアシステムの考え方について共有を進め

るとともに、行政、関係機関等の専門機関は、地域共生型地域包括ケアシステ

ムを構築するための具体的な事業展開が図れるよう､ケアシステム構築に向け

た連携体制整備を行います。
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第２段階 ２０２１年度～２０２５年度まで

【各主体による取組の推進】

地域において地域共生社会のあるべき姿について合意形成がなされるととも

に、それを実現するための地域共生型地域包括ケアシステムの必要性について地

域全体で共通認識を持ち、市民や事業者等の各主体が、それぞれの役割に応じた

具体的な行動が行えるような取り組みを推進します。

第３段階 ２０２６年度以降

【地域共生型地域包括ケアシステムの更なる進化】

誰もが住み慣れた地域や、自らが望む場で安心して暮らし続けることができる

地域の実現を目指し、時代や社会状況に応じて常に進化した取り組みを推進しま

す。

地域共生社会の実現 支援体制の整備
（自助・互助・共助） （公助）

年度 地域包括ケアシステムの理念、必要 包括的相談支援体制整2018
な資源・体制の検討 備の検討

第
１ 年度 地域包括ケアシステムと将来のある 包括的相談支援体制の2019
段 べき姿の合意形成及び周知 設置
階

年度 地域包括ケアシステム構築に向けた2020
連携体制整備

第２段階 事業者や地域住民等がそれぞれの役
( 年度まで) 割に応じた具体的な行動がとれるよ2025

うにネットワークを整備

第３段階 社会情勢に応じた地域包括ケアシス
( 年度以降) テムの進化を推進2026

【地域共生型地域ケアシステムの進行管理】

地域共生型地域包括ケアシステム推進の進行管理については、各分野別計画に

おける進行管理等を活用し、地域共生型地域包括ケアシステム推進本部において

全体的な進行管理を行います。
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渋川市地域共生型地域包括ケアシステム推進本部設置要綱

（設 置）

第１条 地域共生社会に対応した地域包括ケアシステムの構築、推進に関す

る基本方針の検討を行うため、渋川市地域共生型地域包括ケアシステム推

進本部（以下「本部」）を設置する。

（所掌事務）

第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

（１） 地域包括ケアシステムの構築・推進に関すること。

（２） その他必要と認めた事項。

（組 織）

第３条 本部は、市長、副市長、教育長、総務部長、総合政策部長、市民部

長、福祉部長、スポーツ健康部長、産業観光部長、建設部長、水道部長、

危機管理監、教育部長、会計管理者、議会事務局長の本部員をもって組織

する。

２ 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は副市長を

もって充てる。

３ 本部長は、本部を代表し、議事その他会務を総務する。

４ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を

代理する。

（会 議）

第４条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

２ 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外の者に対して会議に

出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（検討委員会）

第５条 本部は、第２条に規定する事項を効果的に推進するため、本部の補

助機関として検討委員会を置くことができる。

２ 検討委員会は本部の指示する事項について検討し、その結果を本部に報

告する。

３ 検討委員会に必要な事項は別に定める。

（庶 務）
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第６条 本部の庶務は、福祉部地域包括ケア課において処理する。

（委 任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本

部長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。



- 27 -

渋川市地域共生型地域包括ケアシステム庁内検討委員会設置要綱

（設 置）

第１条 地域共生社会に対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて庁内

関係部署の緊密な連携と情報共有や意見交換を行い、組織のあり方や効果

的な推進についての検討を行うため、渋川市地域共生型地域包括ケアシス

テム推進本部庁内検討委員会（以下「委員会」）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１） 地域包括ケアシステムの構築・推進に関すること。

（２） 包括的相談支援体制の構築に関すること。

（３） その他必要と認めた事項。

（組 織）

第３条 委員会は、別表第１に掲げる者をもって組織する。

２ 委員長は、福祉部副部長をもって充てる。副委員長は、委員長が指名す

る。

３ 委員は、別表第１に掲げる者とする。

（職 務）

第４条 委員長は、会務を代表し、部会を統括する。

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。

（会 議）

第５条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会に

出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

３ 委員会は、庁内外の意見や関係機関等から意見を求める際には、既存の

委員会等の活用をもって充てることができる。

（作業部会）

第６条 委員会は、協議事項を専門的に調査検討するため、委員会に作業部

会を置くものとする。

２ 作業部会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。

３ 作業部会には、部会長及び副部会長を置く。

４ 部会長は、地域包括ケア課管理係長をもって充てる。副部会長は、部会

長が指名する。
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５ 部会長は、必要に応じて作業部会を招集し、これを主宰し、調査検討の

経過及び結果を委員会に報告する。

６ 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を作業部会に出

席させ、その意見を聴くことができる。

７ 部会長に事故があるときは、副部会長が、その職務を代理する。

（庶 務）

第７条 委員会の庶務は、福祉部地域包括ケア課において処理する。

（委 任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

渋川市地域共生型地域包括ケアシステム庁内検討委員会

職 名

委員長 福祉部副部長

委 員 総務部 総務課長

総務部 財政課長

総合政策部 新政策課長

総合政策部 交通政策課長

市民部 市民協働推進課長

市民部 伊香保行政センター所長

市民部 小野上行政センター所長

市民部 子持行政センター所長

市民部 赤城行政センター所長

市民部 北橘行政センター所長

福祉部 こども課長

福祉部 高齢者安心課長

スポーツ健康部 健康管理課長

スポーツ健康部 保険年金課長

スポーツ健康部 介護保険課長

産業観光部 農林課長

建設部 建築住宅課長

教育部 生涯学習課長

別表第２（第６条関係）

作業部会

職 名

部会長 福祉部 地域包括ケア課管理係長

部 員 総務部 総務課行政改革係長

総務部 財政課財政係長

総合政策部 新政策課総合政策係長

総合政策部 交通政策課新公共交通係長

市民部 市民協働推進課自治活動支援係長

市民部 伊香保行政センター地域総務課長

市民部 小野上行政センター地域総務課長
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市民部 子持行政センター地域総務課長

市民部 赤城行政センター地域総務課長

市民部 北橘行政センター地域総務課長

福祉部 地域包括ケア課障害福祉係長

福祉部 こども課子育て支援係長

福祉部 高齢者安心課地域支援係長

福祉部 高齢者安心課高齢福祉係長

スポーツ健康部 健康管理課健康推進係長

スポーツ健康部 保険年金課国保年金係長

スポーツ健康部 介護保険課介護給付係長

産業観光部 農林課農政係長

建設部 建築住宅課住宅管理係長

教育部 生涯学習課生涯学習係長


